
 

 

 

平成２４年１１月２８日 

 

シャープ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 

 

消費者庁は、本日、シャープ株式会社（以下「シャープ」という。）に対し、景品

表示法第６条の規定に基づき、措置命令（別添参照）を行いました。 

シャープが供給する「プラズマクラスター」と称するイオン（以下「イオン」とい

う。）を放出する機器を搭載した電気掃除機に係る表示について、景品表示法に違反

する行為（同法第４条第１項第１号（優良誤認）に該当）が認められました。 

 

１ シャープの概要 

所 在 地 大阪市阿倍野区長池町２２番２２号 

代 表 者 代表取締役 奥田 隆司 

設立年月 昭和１０年５月 

資 本 金 ２０４６億７５５１万円（平成２４年１０月現在） 

 

２ 措置命令の概要 

 ⑴ 対象商品 

別紙「型式」欄記載のイオンを放出する機器を搭載した電気掃除機７型式 

  

⑵ 対象表示 

ア 表示の概要（別紙参照） 

 (ｱ) 表示媒体 

カタログ及び自社ウェブサイト 

(ｲ) 表示期間 

平成２２年１０月頃から平成２４年４月頃までの間 

(ｳ) 表示内容 

「プラズマクラスターだからできることがあります。掃除機の中も、お部

屋の中も、清潔・快適。」、「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパ

ク質を分解・除去」等と表示。 
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＜表示例＞「掃除機総合カタログ２０１１－６」と題するカタログの表示 

 
 

イ 実際 

 対象商品は、その排気口付近から放出されるイオンによって、対象商品を使

用した室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原因となる物質を、ア

レルギーの原因とならない物質に分解又は除去する性能を有するものではな

かった。 

 

⑶ 命令の概要 

ア 前記⑵の表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである

旨を、一般消費者へ周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

 

 

 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 担当者：石塚、福田（昌）、栗田

電  話    ０３－３５０７－９２３９ 

ホームページ  http://www.caa.go.jp/ 

お部屋の空気にプラズマクラスター。 

掃除機内部で浄化したクリーン排気

にのせて高濃度７０００「プラズマク

ラスター」を室内に放出。床と一緒に

お部屋の空気まできれいにします。 

ダニのふん・死がいの浮遊アレル物

質のタンパク質を分解・除去 

約１５分で９１％作用を低減しま

す。（１ｍ３ボックス内での実験結果） 

プラズマクラスターだからできるこ

とがあります。掃除機の中も、お部屋

の中も、清潔・快適。 
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型式 表示期間 表示媒体 

ＥＣ－ＡＸ１２０ 

ＥＣ－ＰＸ１２０ 

ＥＣ－ＶＸ２２０ 

平成２３年１月から同年３月まで 「掃除機 総合カタログ ２０１０－１２」

と題するカタログ 

平成２３年４月から同年５月まで 「掃除機 総合カタログ ２０１１－４」と

題するカタログ 

平成２３年６月から同年９月まで 「掃除機 総合カタログ ２０１１－６」と

題するカタログ 

別 紙 

掃除機内部で浄化したク

リーン排気にのせて高濃

度７０００「プラズマク

ラスター」を室内に放出。

床と一緒にお部屋の空気

まできれいにします。 

約１５分で９１％作用を低減します。

（１ｍ３ボックス内での実験結果） 
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型式 表示期間 表示媒体 

ＥＣ－ＡＸ１２０、ＥＣ－ＰＸ１２０、 

ＥＣ－ＡＸ２００、ＥＣ－ＰＸ２００、 

ＥＣ－ＶＸ２２０、ＥＣ－ＶＸ３００、 

ＥＣ－ＷＸ３００ 

平成２３年１０月から

同年１１月まで 

「掃除機 総合カタログ ２０

１１－１０」と題するカタログ 

ＥＣ－ＡＸ２００、ＥＣ－ＰＸ２００、 

ＥＣ－ＶＸ３００、ＥＣ－ＷＸ３００ 

平成２３年１２月 「掃除機 総合カタログ ２０

１１－１２」と題するカタログ 

ＥＣ－ＡＸ２００、ＥＣ－ＰＸ２００、 

ＥＣ－ＶＸ３００、ＥＣ－ＷＸ３００ 

平成２４年１月から同

年４月頃まで 

「掃除機 総合カタログ ２０

１２－１」と題するカタログ 

 

 

 

 

 

ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタン

パク質を切断して、作用を９１％低減。 
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型式 表示期間 表示媒体 

ＥＣ－ＡＸ１２０、ＥＣ－ＰＸ１２０、 

ＥＣ－ＶＸ２２０ 

平成２２年１０月頃から平成

２３年１０月頃まで 
ウェブサイト 
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型式 表示期間 表示媒体 

ＥＣ－ＡＸ２００、ＥＣ－ＰＸ２００、 

ＥＣ－ＶＸ３００、ＥＣ－ＷＸ３００ 

平成２３年１０月頃から平成

２４年４月頃まで 
ウェブサイト 

 

プラズマクラスター室内

放出 床と一緒に空気ま

できれいにします。 

ダニのふん・死がいの浮遊ア

レル物質のタンパク質を切

断して、作用を９１％低減
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不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の

誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ

る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを

目的とする。 

 

（不当な表示の禁止） 

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに

該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似

の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると

示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の

相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘

引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ

るもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者

に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 

（措置命令） 

第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定

に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為

が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その

他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている

場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅

したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当

該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者 

 

 

 

 

 

 

（参考１）
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（報告の徴収及び立入検査等）  

第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、

当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若し

くは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその

職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事

業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させることができる。  

２～４ （省略） 

 

（権限の委任） 

第十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者

庁長官に委任する。 

２及び３ （省略） 

 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に

関する政令（抜粋） 
（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

（消費者庁長官に委任されない権限）  

第一条 不当景品類及び不当表示防止法（以下「法」という。）第十二条第一項の政令で

定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条、第四条第一項第三号並びに第五条

第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項の規定による

権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 
 景

品
表
示
法 

第
４
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

○優良誤認表示（４条１項１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（４条１項２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（４条２項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優

良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定

めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を

求めることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ

ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 

①商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示す表示 

①無果汁の清涼飲料水等についての表示 

②商品の原産国に関する不当な表示 

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④不動産のおとり広告に関する表示 

⑤おとり広告に関する表示 

⑥有料老人ホームに関する不当な表示 

①商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

（参考２） 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される

おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（４条１項３号）

②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違

して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示

②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも

取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
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１ 

 

消 表 対 第 ５ １ ８ 号 

平成２４年１１月２８日 

 

シャープ株式会社 

代表取締役 奥田 隆司 殿 

消費者庁長官 阿南 久       

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第６条に基づく措置命令 

貴社は、貴社が一般消費者に供給する電気掃除機の取引について、不当景品類及び不当

表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第４条第１項の

規定により禁止されている同項第１号に規定する不当な表示を行っていたので、同法第６

条の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１  命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に供給する「ＥＣ－ＡＸ１２０」、「ＥＣ－ＰＸ１２０」、

「ＥＣ－ＡＸ２００」、「ＥＣ－ＰＸ２００」、「ＥＣ－ＶＸ２２０」、「ＥＣ－Ｖ

Ｘ３００」及び「ＥＣ－ＷＸ３００」の型式の電気掃除機（以下「本件掃除機」とい

う。）に係る表示に関して、次に掲げる事項を速やかに一般消費者に周知徹底しなけ

ればならない。この周知徹底の方法については、あらかじめ、消費者庁長官の承認を

受けなければならない。 

 ア 貴社は、本件掃除機を一般消費者に供給するに当たり 

(ｱ) 例えば、平成２３年６月から同年９月までの間、「掃除機 総合カタログ ２

０１１－６」と題するカタログに掲載した「ＥＣ－ＶＸ２２０」の型式の電気掃

除機について、「プラズマクラスターだからできることがあります。掃除機の中

も、お部屋の中も、清潔・快適。」、「お部屋の空気にプラズマクラスター。」、

「掃除機内部で浄化したクリーン排気にのせて高濃度７０００『プラズマクラス

ター』を室内に放出。床と一緒にお部屋の空気まできれいにします。」、「ダニ

のふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」及び「約１５分で

９１％作用を低減します。（１ｍ３ボックス内での実験結果）」と記載するなど、

別表１の「型式」欄記載の型式の電気掃除機について、同表「表示期間」欄記載

の期間に、同表「表示媒体」欄記載のカタログにおいて、同表「表示内容」欄記

載のとおり表示していたこと。 

(ｲ) 例えば、平成２４年１月から同年４月頃までの間、「掃除機 総合カタログ ２

０１２－１」と題するカタログに掲載した「ＥＣ－ＷＸ３００」の型式の電気掃

除機について、室内と当該掃除機の排気口付近から「プラズマクラスター」と称

するイオン（以下「イオン」という。）を放出している図を掲載した上、「ダニ

別 添



２ 

 

のふん・死がいの浮遊アレル物質を分解・除去」及び「ダニのふん・死がいの浮

遊アレル物質のタンパク質を切断して、作用を９１％低減。」と記載するなど、

別表２の「型式」欄記載の型式の電気掃除機について、同表「表示期間」欄記載

の期間に、同表「表示媒体」欄記載のカタログにおいて、同表「表示内容」欄記

載のとおり表示していたこと。 

(ｳ) 平成２２年１０月頃から平成２３年１０月頃までの間、自社ウェブサイトにお

いて、別表３の「型式」欄記載の型式の電気掃除機について、室内と当該掃除機

の排気口付近からイオンを放出している図を掲載した上、「ダニのふん・死がい

などの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」及び「約１５分で９１％作用

を低減します。（１ｍ３ボックス内での実験結果）」と表示していたこと。 

(ｴ) 平成２３年１０月頃から平成２４年４月頃までの間、自社ウェブサイトにおい

て、例えば、「ＥＣ－ＷＸ３００」の型式の電気掃除機について、「プラズマク

ラスター室内放出 床と一緒に空気まできれいにします。」及び「ダニのふん・

死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を切断して、作用を９１％低減」と記載す

るなど、別表４の「型式」欄記載の型式の電気掃除機について、同表「表示期間」

欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたこと。 

イ 実際には、本件掃除機は、その排気口付近から放出されるイオンによって本件掃

除機を使用した室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原因となる物質を、

アレルギーの原因とならない物質に分解又は除去する性能を有するものではなかっ

たこと。 

ウ 前記アの表示は、本件掃除機の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ

りも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件掃除機又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示

と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員

及び従業員に周知徹底しなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件掃除機又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示

と同様の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際

のものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいて採った措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２  事実 

⑴ シャープ株式会社（以下「シャープ」という。）は、大阪市阿倍野区長池町２２番

２２号に本店を置き、家庭電気製品等の製造販売業を営む事業者である。 

⑵ア シャープは、平成１２年以降、自社の家庭電気製品に、自社が開発したイオンを

放出する機器を搭載し、取引先販売業者を通じて一般消費者に供給している。 

イ シャープは、平成１４年４月頃以降、イオンを放出する機器が搭載された家庭用

の電気掃除機を製造し、取引先販売業者を通じて一般消費者に供給している。 



３ 

 

ウ シャープは、本件掃除機を含む家庭用の電気掃除機を製造し、取引先販売業者を

通じて一般消費者に供給しているところ、本件掃除機の表示内容を自ら決定してい

る。 

⑶ シャープは、本件掃除機を一般消費者に供給するに当たり 

ア 例えば、平成２３年６月から同年９月までの間、「掃除機 総合カタログ ２０

１１－６」と題するカタログ（別添写し１）に掲載した「ＥＣ－ＶＸ２２０」の型

式の電気掃除機について、「プラズマクラスターだからできることがあります。掃

除機の中も、お部屋の中も、清潔・快適。」、「お部屋の空気にプラズマクラスター。」、

「掃除機内部で浄化したクリーン排気にのせて高濃度７０００『プラズマクラス

ター』を室内に放出。床と一緒にお部屋の空気まできれいにします。」、「ダニの

ふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」及び「約１５分で９１％

作用を低減します。（１ｍ３ボックス内での実験結果）」と記載するなど、別表１の

「型式」欄記載の型式の電気掃除機について、同表「表示期間」欄記載の期間に、

同表「表示媒体」欄記載のカタログにおいて、同表「表示内容」欄記載のとおり表

示していた。 

イ 例えば、平成２４年１月から同年４月頃までの間、「掃除機 総合カタログ ２

０１２－１」と題するカタログ（別添写し２）に掲載した「ＥＣ－ＷＸ３００」の

型式の電気掃除機について、室内と当該掃除機の排気口付近からイオンを放出して

いる図を掲載した上、「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質を分解・除去」及び

「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を切断して、作用を９１％低

減。」と記載するなど、別表２の「型式」欄記載の型式の電気掃除機について、同

表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載のカタログにおいて、同

表「表示内容」欄記載のとおり表示していた。 

ウ 平成２２年１０月頃から平成２３年１０月頃までの間、自社ウェブサイト（別添

写し３）において、別表３の「型式」欄記載の型式の電気掃除機について、室内と

当該掃除機の排気口付近からイオンを放出している図を掲載した上、「ダニのふん・

死がいなどの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」及び「約１５分で９１％

作用を低減します。（１ｍ３ボックス内での実験結果）」と表示していた。 

エ 平成２３年１０月頃から平成２４年４月頃までの間、自社ウェブサイト（別添写

し４）において、例えば、「ＥＣ－ＷＸ３００」の型式の電気掃除機について、「プ

ラズマクラスター室内放出 床と一緒に空気まできれいにします。」及び「ダニの

ふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を切断して、作用を９１％低減」と記

載するなど、別表４の「型式」欄記載の型式の電気掃除機について、同表「表示期

間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していた。 

⑷ 実際には、本件掃除機は、その排気口付近から放出されるイオンによって本件掃除

機を使用した室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原因となる物質を、ア

レルギーの原因とならない物質に分解又は除去する性能を有するものではなかった。 



４ 

 

３  法令の適用 

前記事実によれば、シャープは、本件掃除機の内容について、一般消費者に対し、実

際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者

による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたも

のであり、この表示は、景品表示法第４条第１項第１号に該当するものであって、かか

る行為は、同項の規定に違反するものである。 

 

４  法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第５７条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第６条の規定に基づき、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、書面により消費者

庁長官に対し異議申立てをすることができる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法の規定により、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、国（代表者法務

大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。 

（注１）この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日から１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなる。 

（注２）異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その

決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することが

できる。ただし、その決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内であっても、その決定の日から１年を経過すると、この処分の取消しの訴

えを提起することができなくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

型式 表示期間 表示媒体 表示内容 

ＥＣ－ＡＸ１２０ 

ＥＣ－ＰＸ１２０ 

ＥＣ－ＶＸ２２０ 

平成２３年１月か

ら同年３月まで 

「掃除機 総合カ

タログ ２０１０

－１２」と題するカ

タログ 

・ 「プラズマクラスターだからできる

ことがあります。掃除機の中も、お部

屋の中も、清潔・快適。」 

・ 「お部屋の空気にプラズマクラスタ

ー。」 

・ 「掃除機内部で浄化したクリーン排

気にのせて高濃度７０００『プラズマ

クラスター』を室内に放出。床と一緒

にお部屋の空気まできれいにしま

す。」 

・ 「ダニのふん・死がいの浮遊アレル

物質のタンパク質を分解・除去」 

・ 「約１５分で９１％作用を低減しま

す。（１ｍ３ボックス内での実験結

果）」 

平成２３年４月か

ら同年５月まで 

「掃除機 総合カ

タログ ２０１１

－４」と題するカタ

ログ 

平成２３年６月か

ら同年９月まで 

「掃除機 総合カ

タログ ２０１１

－６」と題するカタ

ログ 

 

 

別表２ 

型式 表示期間 表示媒体 表示内容 

ＥＣ－ＡＸ１２０ 

ＥＣ－ＰＸ１２０ 

ＥＣ－ＡＸ２００ 

ＥＣ－ＰＸ２００ 

ＥＣ－ＶＸ２２０ 

ＥＣ－ＶＸ３００ 

ＥＣ－ＷＸ３００ 

 

平成２３年１０月

から同年１１月ま

で 

「掃除機 総合カ

タログ ２０１１

－１０」と題するカ

タログ 

・ 「ダニのふん・死がいの浮遊アレル

物質を分解・除去」 

・ 「ダニのふん・死がいの浮遊アレル

物質のタンパク質を切断して、作用を

９１％低減。」 

 

ＥＣ－ＡＸ２００ 

ＥＣ－ＰＸ２００ 

ＥＣ－ＶＸ３００ 

ＥＣ－ＷＸ３００ 

 

平成２３年１２月 「掃除機 総合カ

タログ ２０１１

－１２」と題するカ

タログ 

ＥＣ－ＡＸ２００ 

ＥＣ－ＰＸ２００ 

ＥＣ－ＶＸ３００ 

ＥＣ－ＷＸ３００ 

平成２４年１月か

ら同年４月頃まで 

「掃除機 総合カ

タログ ２０１２

－１」と題するカタ

ログ 

 

 

 



別表３ 

型式 表示期間 表示媒体 表示内容 

ＥＣ－ＡＸ１２０ 

ＥＣ－ＰＸ１２０ 

ＥＣ－ＶＸ２２０ 

平成２２年１０月

頃から平成２３年

１０月頃まで 

 

ウェブサイト ・ 「ダニのふん・死がいなどの浮遊ア

レル物質のタンパク質を分解・除去」 

・ 「約１５分で９１％作用を低減しま

す。（１ｍ３ボックス内での実験結果）」 

 

 

別表４ 

型式 表示期間 表示媒体 表示内容 

ＥＣ－ＡＸ２００ 

ＥＣ－ＰＸ２００ 

ＥＣ－ＶＸ３００ 

ＥＣ－ＷＸ３００ 

平成２３年１０月

頃から平成２４年

４月頃まで 

ウェブサイト ・ 「プラズマクラスター室内放出 床

と一緒に空気まできれいにします。」 

・ 「ダニのふん・死がいの浮遊アレル

物質のタンパク質を切断して、作用を

９１％低減」 

 

 

 



 

 

別添写し１ 
（縮小したもの）



 
 

 

 

 

 

 

 

 

別添写し２ 
（縮小したもの）



 
 

 

 

 

 

 

別添写し３ 
（抜粋） 



 

別添写し４ 
（抜粋） 




